
住民税申告　必要書類等一覧表
１．令和７年中の収入がわかるもの

□ 年金収入がある人 公的年金等の源泉徴収票

□ 給与収入がある人
給与所得の源泉徴収票
◆複数の事業所から給与を受け取られている場合は、すべての事業
所の源泉徴収票をお持ちください。

□ 個人年金を受け取った人 個人年金支払内容のお知らせ 等
□ 満期や解約により保険金を受け取った人 保険金の支払証明書 等
□ シルバー人材センターの配分金やB型作業所の工賃を受け取った人 配分金支払調書や工賃の金額がわかる書類

□ 事業や不動産の収入がある人（※確定申告が不要な人のみ）
収支内訳書（事前に作成が必要です。未完成の場合はお受け
できません。）

□
非上場株式の少額配当等を受け取った人で、確定申告不要制度を選択し
た人

年間取引報告書 等

２．社会保険料等控除額がわかるもの（源泉徴収票に記載があるもの以外に、ご自身で支払った社会保険料等がある場合）
□ 国民健康保険税（料）を支払った人
□ 後期高齢者医療保険料を支払った人
□ 介護保険料を支払った人
□ 国民年金保険料を支払った人
□ 任意継続の健康保険料を支払った人

□
申告者と生計が同一である配偶者や親族の負担すべき社会保険料を支
払った人

□ 小規模企業共済や個人型確定拠出年金（iDeCo）等の掛金を支払った人 掛金払込証明書

３．生命保険料控除額、地震保険料控除額がわかるもの
□ 生命保険料を支払った人 生命保険料控除証明書
□ 地震保険料を支払った人 地震保険料控除証明書

４．医療費控除の明細書、医療費通知

医療費控除の明細書（事前に作成が必要です。未完成の場合
はお受けできません。）
医療費通知
生命保険や社会保険（高額療養費 等）で補填（ほてん）さ
れた医療費がある場合は、その金額がわかるもの

５．寄附金控除額がわかるもの

□ ふるさと納税をした人

□ 共同募金会や日赤等へ寄附した人

□ 広島県や府中町が条例で指定する団体に寄附した人

６．人的控除に必要な書類
□ 障害者控除を申告する人 障害者手帳、認定証 等

扶養にとりたい親族の所得がわかるもの
扶養にとりたい親族のマイナンバーの写し

７．申告者の本人確認書類

□ 顔写真付きの公的な身分証明書がある人（１点確認）
マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パス
ポート 等から１点

□ 顔写真付きの公的な身分証明書がない人（２点確認）
年金手帳、介護保険被保険者証、雇用保険被保険者証、印鑑
登録証明書、通帳 等から２点

８．スマートフォン

□ マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン
マイナンバーカード読み取り非対応（らくらくホン等）の機
種をお使いの場合は、会場のパソコンで申告書を作成してい
ただきます。

９．マイナンバーカードおよび暗証番号

□ 電子証明書が有効なマイナンバーカード

電子申告には以下の暗証番号が必要です。
1.券面事項入力補助用暗証番号（数字4桁）
2.署名用電子証明書用暗証番号（英数字6～16桁）
◆暗証番号の再設定が必要な場合や電子証明書の有効期限が切れて
いる場合は、事前に住民課で手続きをお願いします。

10．メールアドレス

□ スマートフォン または 会場のパソコンで受信可能なメールアドレス
ワンタイムパスワードや申告受付完了等の連絡を受信し、そ
の場で確認できるメールアドレスが必要です。

□ 親族を扶養にとる人

寄附金受領証明書
◆ワンストップ特例制度を利用してふるさと納税をした人が住民税
申告をすると、ワンストップ特例申請が無効となります。ワンス
トップ特例で申請した寄附金の証明書も忘れずにお持ちください。

□ 医療費控除を申告する人

令和7年1月1日から12月31日までに支払った社会保険料の額
がわかる領収書、通帳、納付記録 等
◆申告には、令和7年中に支払った各社会保険料の合計額が必要で
す。あらかじめ計算して来られるとスムーズです。


